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～自転車の交通事故にご注意を！～
臨港署管内において自転車乗車に起因する交通事故が発生しています！

下記の『自転車安全利用五則』を確認し、交通ルールを守って利用しましょう。
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臨港署管内で・・・
～公共施設に対する器物損壊事件が発生！～
臨港署管内において、公共施設の壁等にスプレーで落書きされる

器物損壊事件が連続発生しています！！

もし・・・

☆ 公共施設等の周囲で落書きをしている人物

☆ スプレー缶を持っている等の不審な人物

を見かけた際には１１０番通報をお願いします！

車道・歩道でのスケートボードは危険です！
臨港署管内において・・・車道や歩道でスケートボードをやっていて、危険・

迷惑といった内容の苦情や相談が寄せられています。

車道や歩道でスケートボード等をする行為は、車両や歩行者と接触したり、

他の交通の妨げとなる等、とても危険です！

※ 車道や歩道をスケートボード等で滑走する行為は道路交通法で禁止されている

『道路における禁止行為』に該当する場合があります。（道路交通法第７６条第４項）
スケートボードはスケートボード場等、決められた場所でルールを守って楽しみましょう！


